
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

  長久手市教育振興基本計画 

■計画の根拠法令 

 教育基本法第１７条第２項に基づく、教育の振興のための施策に関する基本的な計画 

 「地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地

方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努め

なければならない。」 

 

 

 

■計画の期間について 

 平成３１年度から１０年間。 
 

 

■計画の位置づけ 

  

 



 

 

 

10月下旬頃 

第３回 

■平成３０年度スケジュール 

 

９月 18日 

第４回 

■計画策定の仕組み・態勢 

 

資料１ 


